
第１０６回教育研究評議会議事録（要録） 

平成２５．９．１７（火）１５：５０～１７：４４ 

場所：本部棟５Ｆ１会議室 

出 席 者 浅原，坂越，吉田(総)，岡本，茶山，平野，相田，江坂，佐藤，富永，平川， 

寺本，宜名眞，吉栖，菅井，杉山，吉田(光)，岩永，勝部，市來，宮谷，小山，

西村，谷口(雅)，高畠，谷口(幸)，藤原，木下，小林，梯，杉本，稲葉，栗原，

植松，藤村，相原，中島，吉川，吉田(和)   以上 ３９人 

欠 席 者 上，神谷，楯，吉村，餘利野 

オブザーバー 
西口，間田，河野，棚橋，三嶋，飛田，古澤，堀田，高谷，藤本，山根，中島，

渡邊，小谷，高橋，中坂，三井，甲斐，河村 

 

（議事） 

１．学生の懲戒について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙１ 

   （学長提案・説明） 

（教育研究評議会メンバーのみによる審議。関係職員のみオブザーバー出席） 

 

広島大学学生懲戒指針に基づく本学学生の懲戒処分について提案・説明があり，審議（挙

手による表決）の結果，原案のとおり承認した。 

 

 

２．審査会の設置について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙２ 

   （学長提案・説明） 
（教育研究評議会メンバーのみによる審議。関係職員のみオブザーバー出席） 

 

広島大学職員懲戒規則に基づき，審査会の設置について提案があり，審議の結果，原案

のとおり承認した。 

 

 

３．就業規則の改正について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙３ 

   （平野理事（財務・総務担当）提案・説明） 

 

平成 25年度の人事制度の主な改正（①国家公務員退職手当法の改正への対応（平成 25

年 11月 1日施行），②国立大学協会の申合せによる異動幹部職員の定年後の再雇用への対

応（平成 25年 10月 1日施行），③広島県教員の給与減額措置に伴う附属学校教員の地域手

当の特別調整分の見直し（平成 25年 10月 1日施行，平成 25年 8月 1日適用），④研究大

学強化促進事業による人事給与システムの見直し（平成 25年 10月 1日施行），⑤広島県の

最低賃金の改定への対応（平成 25年 10月 1日施行））に伴い，次の規則の改正又は廃止に

ついて提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとし

た。 

  （改正） 

・ 広島大学職員就業規則 

  ・ 広島大学船員就業規則 

  ・ 広島大学再雇用職員就業規則 

  ・ 広島大学職員の早期退職に関する規則 

  ・ 広島大学職員給与規則 

  ・ 広島大学職員退職手当規則 

  ・ 広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則 

  ・ 広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則 

  （廃止） 

  ・ 広島大学職員の退職勧奨に関する規則 

 



 

 

（報告） 

１．広島大学における新任教員研修の必須化について －－－－－－－－－－－－－ 資料１ 

（坂越理事・副学長（教育担当）説明） 

 

平成25年10月以降に採用される教員を対象として，本学の教員として働くために知って

おくべき基本的知識の獲得やスキル向上のため，平成26年4月1日から，研修の受講を必須

化することとした旨，報告があった。 

 

２．その他 

 

○ 江坂副学長（学生支援担当）から，体育会創設50周年記念マラソン大会を開催する旨，

報告があった。また，各部局等における周知について協力依頼があった。 

 

○ 学長から，秋季学位記授与式を 9月 25日に挙行する予定である旨，報告があった。 

 

 

 

（資料配付による報告） 

  次の各事項については，資料配付をもって報告とした。 

 

１．平成２５年度広島大学オープンキャンパスの実施状況について －－－－－ 配付資料１ 

（入学センター） 

 

 

２．平成２５年度広島大学説明会の実施状況について －－－－－－－－－－－ 配付資料２ 

（入学センター） 

 

 

３．各種表彰等の受賞者について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 配付資料３ 

（財務・総務室） 

 

 

以上（資料添付略） 

 
 


